
 

 

株式会社 楽市白河 

  
受 付 

年  月  日 
許 可 

年  月  日 

  第       号 第       号 

以下のとおり利用したいので申請します。 

1 利用施設 

地 階 □ 大会議室  □ 地下会議室 1 □ 地下会議室 2 □ 多目的ｽﾍﾟｰｽ 

□ ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ    

1 階 □ 小会議室 1 □ 小会議室 2 □ 小会議室 3 □ ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ A･B 

□ ギャラリー1 □ ギャラリー2 □ ギャラリー3 □ ギャラリー4 

2 階 □ 中会議室 1 □ 中会議室 2 □ 中会議室 3 □ 中会議室 4 

□ 小会議室 4 

□ 多目的ｽﾍﾟｰｽ B1 

□ 和室 

□ 多目的ｽﾍﾟｰｽ B2 

□ 多目的ｽﾍﾟｰｽ A1 □ 多目的ｽﾍﾟｰｽ A2 

 

4 階 □ 調理実習室  

その他 □［                                   ］ 

2 利用目的  

3 準備日時 
年  月  日から 

年  月  日まで 
（  日間） 

午前・午後  時から 

午前・午後  時まで 
（  時間） 

4 利用日時 
年  月  日から 

年  月  日まで 
（  日間） 

午前・午後  時から 

午前・午後  時まで 
（  時間） 

5 撤収日時 
年  月  日から 

年  月  日まで 
（  日間） 

午前・午後  時から 

午前・午後  時まで 
（  時間） 

6 開催期間 
※利用日が飛び飛びとなる場合には､｢利用申請書補助表｣に日時を記入してください｡ 

7 集会者の員数 人（男    人・女   人） 

8 利用料金 

   減免申請 

【全額免除する場合】 
1 市が主催又は共催する事業に使用する場合 
2 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体等が使用する場合 
3 市内の学校教育法第 1 条に規定する学校が授業の一環として使用する場合 
4 本施設の管理運営を委託された団体が公共的又は公益的目的のために使用する場合 
【半額免除する場合】 
5 中学校、高等学校、専修学校の生徒、又はこれらの者により構成された団体が使用する場合 
6 市内の社会教育法第 10 条に規定する社会教育関係団体が団体本来の目的の為に使用する場合 
7 社会福祉関係団体、児童福祉関係団体、まちづくり関係団体又はボランティア団体が団体本来の目
的のために使用する場合 

8 身体障害者福祉法第 15 条第 4 項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれらの
者を活動の主体として構成された団体が使用する場合 

9 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条第 2 項の規定により精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合  

10 福島県療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体と
して構成された団体が使用する場合 

11 その他株式会社 楽市白河が特に必要と認めた団体等が使用する場合 

年    月    日        〒              

申請者 住  所                          

 か な                            

 氏  名                           

 電  話            FAX               

（団体・クラブ名                 ） 
 

備 品 日 報 許可書 受 付 

    
中心市街地市民交流センター利用許可申請書 



利用詳細 

 

（特に記載のない場合、申請書の「利用目的」欄を表示いたします） 

以下事項を確認の上、チェック欄に記入をお願いします。 

確認 1    利用時間には、準備時間・撤収時間も含めていただきます。許可時間前には原則入室できません。 

確認 2    会場の設営・運営（機械操作含む）は利用者が行います。施設のスタッフが行うことはありません。 

確認 3    使用後は、利用時間内に会場のレイアウトを配置図のとおりに戻してください。 

確認 4    申請内容が施設の設置目的に沿わない場合は許可となりません。 

確認 5    免除にかかる申請については、必ず申請時において、該当する番号に○をつけてください。 

     （また、免除の申請をされる場合は、条件に該当することがわかるような書類を添付してください。） 

確認 6    利用料金の返金はできません。 

器具の利用申請 

※使用する場合のみ記入（各会議室に備え付けられている机・椅子は申請不要です）減免対象外 

No 器 具 名 保有数 使用料金 使用数 使用期間 

１ 【ギャラリー】パーテーションパネル 43 100円  日 

２ 【ギャラリー】パーテーション脚 48 50円  日 

３ 【地下】パーテーションパネル 47 100円  日 

４ 【地下】パーテーション脚 51 50円  日 

５ 【ギャラリー】会議机折りたたみ式 45 100円  日 

６ 【ギャラリー】会議机キャスター式 7 100円  日 

７ 【ギャラリー】会議椅子 72 50円  日 

８ 【地下】会議机折りたたみ式 35 100円  日 

９ 【地下】会議椅子 62 50円  日 

１０ 【地下】テーブル付き会議椅子 101 0円  日 

１１ ピクチャーワイヤーＡ（1.5ｍ） 77 0円  日 

１２ ピクチャーワイヤーＢ（1.0ｍ） 51 0円  日 

１３ ピクチャーワイヤーＣ（1.5ｍ） 45 0円  日 

１４ フックＡ間仕切り用 61 0円  日 

１５ フックＢピクチャーレール用 92 0円  日 

１６ Ｓ字フック（パネル用） 120 0円  日 

１７ ポット 2 0円  日 

１８ 延長コード 3 0円  日 

１９ マイクセット（地下用） 3 300円  日 

２０ テレビ（40インチ） 1 300円  日 

２１ プロジェクター（本体） 3 500円  日 

２２ プロジェクター（スクリーン） 2 500円  日 

２３ ＣＤプレイヤー 1 300円  日 

２４ ＤＶＤプレイヤー 1 300円  日 
 
 

利用目的 

□会議・打合せ    □イベント 

□講演会       □サークル活動 

□研修・講習会    □企業活動 

□説明会       □その他 

入場対象 □関係者のみ      □一般公開 

営利目的 □あり         □なし 

 


